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「生活扶助基準の見直しに伴う他制度に生じる影響について」に係る 

情報提供について 

 

 

 

 介護保険・高齢者保健福祉の推進につきましては、平素より格別の御配慮を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

生活扶助基準の見直しにつきましては、これに伴い他制度に影響が生じる可

能性が指摘されていることから、政府ではできる限り影響が及ばないようにす

るため、全閣僚で２月５日に「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影

響について（対応方針）」を申し合わせているところですが、今般、この基本

方針に基づき、厚生労働省から「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる

影響について」（平成 25年 5月 16日付け厚生労働事務次官通知。以下「次官

通知」という。）を発出し、地方自治体に対しても国の取組みを説明した上で、

その趣旨を御理解いただくとともに、各地方自治体において御判断していただ

くよう依頼を行っているところです。（別添） 

 

つきましては、今回、次官通知においても各地方自治体内において広範な周

知をお願いしているところですが、念のため貴部局に直接情報提供いたします

ので、内容を御確認いただいた上で介護保険・高齢者保健福祉部局においても、

適切に御対応いただくとともに、管内市町村（特別区、一部事務組合及び広域

連合を含む。）への周知に御配慮をお願い致します。 












